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第 11章　添付資料

11.411.411.411.4　事前調査時の電力分野の課題と知的支援　事前調査時の電力分野の課題と知的支援　事前調査時の電力分野の課題と知的支援　事前調査時の電力分野の課題と知的支援

平成１２年７月２４日

「インド電力セクター」での主たる論点「インド電力セクター」での主たる論点「インド電力セクター」での主たる論点「インド電力セクター」での主たる論点

―　ベースライン調査の開始にあたって　―

インドは、328 平方ｋｍの国土に１０億人（2000.05.11 に到達との報道）の人口を有し、1997 年時

点の GDP 総額は 3,816 億ドル、一人当たり約 400 ドルの経済状態である。　都市の人口集中度は、

ムンバイ（ボンベイ）が最大で約 1,000万人続いてデリー約 750万人、カルカッタ 450万人、チェン

ナイ（マドラス）400万人、となっている。　1999 年 3 月時点での発電設備容量は 84,266MW で、

設備の構成割合は、火力 72％（内ガスとディーゼル燃料は総火力の 9％程度）・水力 25％・原子力

3％である。　2000 年 3 月現在、総発電設備容量 5,190MW（火力=4,160MW、水力=1,030MW）の

発電所が建設中である。1999年３月時点での総電力需要量は約 4,200億 kWh程度で、需要の用途割

合は、住宅 16%・商業 9%・産業 46%・農業 27%・輸送 2%である。

１．電力力セクターの概要１．電力力セクターの概要１．電力力セクターの概要１．電力力セクターの概要

中央政府の電力関連組織には、電力省（MOP）・再生可能エネルギー省（MNES）・石炭省

（DOC）・原子力省（DAE）などがある。MOP は、電源開発と訓練・人的資源開発に関わる政

策・計画の策定、発電と電力供給に関わる法律の施行・監督を担当し、電力分野において、中央政

府の間連官庁、企画委員会（PC）ならびに州政府との接点となっている。

州政府レベルの電気事業者には、州電力局や州発電公社の他、地方政府レベルでの配電業者などが

ある。州電力局（SEB）は、それぞれの州内において効率的かつ経済的な発電・送電・配電を実施

するために設置されている。現在、SEB は事業者発電設備の約 60%を占め、18 の SEB、13 の州

／直轄地電力部および、25州と 7直轄地におのおの一つの地方営業所がある。

ライセンスを保有して電気事業を営んでいる私営電力会社（民間ライセンス保有者）は 57社あり、

その多くは配電専業だが、代表的な事業者であるタタ電力会社・ボンベイ郊外電力供給会社

（BSES）・カルカッタ電力供給会社は発電設備も保有している。
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州際・地域間の融通を行う機構として地域電力協議会（REB）が、東部・北部・北東部・南部・西

部の５ヶ所に置かれている。

２．州電力局２．州電力局２．州電力局２．州電力局（（（（SEBSEBSEBSEB）の役割）の役割）の役割）の役割

国営電気事業者は、基幹送電線の建設・運用や、火力・水力・原子力の卸売りに限定した事業を担

当しているので、インドにおける電力供給の太宗をなすのは SEB である。SEB は、事業者発電設

備の 60%強を所有運転し、事業者発電電力量の 60%弱を賄って、圧倒的多数の需要家に対して電

気の供給責任を負っており、今日のインドにおける電力問題は SEB の問題と言っても過言ではな

い。SEB は、自立的な経営主体ではあるが、実際は料金設定・職員の任免・給与・予算・投資・

借入の設定など、あらゆる側面で州政府の干渉を受けており、その財務状況はおしなべて脆弱であ

る。MOP は 1996 年 1 月書簡で５つの改革モデルを示し、各州はその中から自由選択すべきとの

指針を出た。電力改革がもっとも進んでいるのはオリッサ州と言われている。

３．電力料金体系の是正３．電力料金体系の是正３．電力料金体系の是正３．電力料金体系の是正

州電力局（SEB）の電力料金は、供給原価を必ずしも反映しておらず、また用途別較差がきわめて

大きいなど、合理性に欠けている。内部相互補助、とりわけ販売電力量のほぼ過半数を占める農業

用と住宅用の料金を是正することが SEB にとっての経営課題であり、外資を含む民間による投資

を促進にもこの問題解決が不可欠であおう。

４．電源開発の遅延４．電源開発の遅延４．電源開発の遅延４．電源開発の遅延

潜在的な不足電力は大きいにもかかわらず、電源開発に遅れを来している。その背景には、政情の

不安定さに加えて、資金不足・機器発注の遅れ・メーカーの機器納入遅れ・用地取得遅れ・州間の

紛争・一部の地点において見られるサイト状況の問題・契約不履行に伴う工事中断・リハビリ問題

があり、さらに、特に州部門においては、発電部門における民間資本導入の遅れが重要な理由とし

て挙げられる。中央電力庁（CEA）が承認済みの IPP プロジェクトでありながら、理由が不透明

まま完成が大幅に遅れたりあるいは進んでいない案件が多く見られる。

５．配電の統合整備とロスの削減５．配電の統合整備とロスの削減５．配電の統合整備とロスの削減５．配電の統合整備とロスの削減

送電・配電はそれぞれの州の電気事業者が所有・運用するほか、パワーグリッド公社

（POWERGRID）が地域間・地域内の基幹送電網を所有・運用している。地域レベルにおける運
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用を調整し、パワープールとして機能する５つの地域電力協議会（REB）が設置されている。今後

は、さらなる州内送電系統の統合や直流システムの整備を含めた全国送電網の整備が進められる予

定である。SEB の送電ロスは 20%程度である。給電指令の高度化はこれら送電ロスを削減できる

とともに、電力需要ピーク時への適性対応にも効果がある。

６．石炭の利用促進と再生可能エネルギー資源の利用６．石炭の利用促進と再生可能エネルギー資源の利用６．石炭の利用促進と再生可能エネルギー資源の利用６．石炭の利用促進と再生可能エネルギー資源の利用

インドにおける石炭と褐炭の生産は、インド石炭公社（CIL）とナイベリ褐炭公社（NLC）などが

扱っている。石炭／褐炭はインドにおける一次エネルギー供給量のほぼ 3 分の 2 を占める最も重要

なエネルギー源であり、石炭は主として東部・褐炭は南部で生産されている。石炭の利用を更に高

めるには、石炭の安定品質確保（山元での洗炭技術、輸送期間中の管理）や公害防止型高効率利用

技術の導入（高効率ボイラー、石炭 IGCC、など）が有効であろう。再生可能エネルギー資源とし

て、小規模水力・海洋温度差・海洋波力・潮力・風力・太陽光などを利用した発電が、再生可能エ

ネルギー資源省（MNES）を中心に進められている。世界では実例が多くなってきた石炭と残渣油

を燃料とした IGCC に、最近になって急にインドの国営諸関係機関および民間企業から注目が集

まっている。

７．既存設備の改善と環境対策７．既存設備の改善と環境対策７．既存設備の改善と環境対策７．既存設備の改善と環境対策

既設発電所の近代化による熱効率改善と公害対策、送電・配電設備の近代化による電力ロスの削減

といった技術面だけでなく、操業管理概念刷新による経営効率の向上も対象となる分野と思える。

８．民営化の是非と民営化実現遅延の原因８．民営化の是非と民営化実現遅延の原因８．民営化の是非と民営化実現遅延の原因８．民営化の是非と民営化実現遅延の原因

IPP を始めとする分野で民営化が大幅に遅れている原因がどこにあるのかを、煩雑で超官僚的な法

制度と許認可制度意や、燃料の確保問題以外の視点からも調査の必要があろう。

９．人材育成９．人材育成９．人材育成９．人材育成

インドでは、とりわけ公的機関の関係者に経営管理概念の不充分さと、管理層と労働層の格差が指

摘されている。
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10101010．今後の電源開発上の問題点．今後の電源開発上の問題点．今後の電源開発上の問題点．今後の電源開発上の問題点

インドは，基本的にピーク供給力の確保に悩んでいる。既設の水力は渇水による調整力不足でピー

クが出せずベースに回り，火力でピークをとっている現状で，火力発電所の効率を落とすことと

なっている。今後北部で更に水力を開発する計画であるが，いずれも環境問題を含んでいて，開発

が順調に進むかどうか，懸念される。インド政府が現在考えているのは揚水発電所の活用である。

揚水発電所は，池も比較的小さく環境上の問題が少ないとして，ＪＩＣＡも過去に開発調査を実施

した経験があるが，制度上の問題から中断された。地形的には西部に好適な地点があり，今後の重

要なピーク供給力として力点を置いてくる可能性がある。揚水は，系統上の配慮が重要で，この面

でのソフトな協力の可能性を残している。また，周辺のブータン,ネパール，パキスタン等との電力

連携も，技術的には可能であるが，政治的問題を多く含んでいて，必ずしも容易ではない。この中

で，政治的に比較的良好な関係にあるブータンとは，既に電力連携が行われており，今後もこれが

継続される情勢である。この際には，送電線連携や財務上の問題について，マルティな協力の可能

性を残している。

―以上―

（追記）

当該国関係機関

　中央政府機関に加え地方政府機関との意見交換が有用と思われる。インド電力研究会（1997

年）の「インド電力促進計画調査」ではグジャラート・アンドラプラデシュ・ラジャスタン・カル

ナタカの４州を支援の対象州としているが、今回はどう選定するか。

上記は、海外コンサルティング協会作成の「インド電力民営化促進計画調査報告（1997 年）」、海

外電力調査会版「海外諸国の電気事情（1998 年）」、「インド政府機関のホームページ」および「そ

の他雑情報｣をもとに作成しました。　　東洋エンジニアリング　小林
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